
令和７年３月３１日 

「宅地建物取引業者票」記入例のご案内 

宅建業法の改正に伴い、令和７年４月１日から「業者票」と「従業者名簿」の様式が変更となります。 

新しい様式の「業者票」の記入例を作成いたしましたので、ぜひご参考にしていだければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１……政令使用人が置かれていない本店の場合は、代表者氏名を記載してください。 

 

※２……人数の書き方には特段決まりはないため、各事業者様でご判断ください（ 数字のみ、〇人、

〇名等）。 

 

※３……「宅地建物取引業に従事する者の数」については、「この事務所に置かれている専任の宅

地建物取引士の数」に変更があった場合のみ変更してください。 

 

その他…業者票のサイズは縦３０ｃｍ以上、横３５ｃｍ以上であることが定めれておりますのでご

注意ください。 

※１ 

※２ ※３ 

変更・追加項目 


